
有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点

 これまで、有価証券報告書（以下「有報」という。）を定時株主総会前に提出する場合、その記載事項のうち、
定時株主総会又は取締役会で決議する予定の事項について、その旨及びその概要を記載することとされ
ていた。

 今般、会社の開示負担を軽減し、総会前開示を促進する観点から、企業内容等の開示に関する内閣府令
（昭和48年大蔵省令第５号）（以下「開示府令」という。）を改正し、当該決議事項の概要等（自己株式の取得及
び剰余金の配当に関するものを除く。）の記載を原則不要とした（2026年２月公布・施行（注））。

 上記改正を踏まえて、総会前開示を行う場合には、以下の事項に留意されたい。
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（2026年２月20日更新）

１． 総会前開示を行う場合に有報への記載が必要と考えられる事項

a. 自己株式の取得等の状況

b. 主要な経営指標等の推移

c. 配当政策

d. 配当に関する注記事項（株主資本等変動計算書関係）

２．総会前開示に関するQ&A

a. 有報に添付する計算書類及び事業報告について

b. 決議が修正・否決された場合について

c. 役員の異動に関する開示について

d. 取締役会における有報の決議要否について

e. 役員の業績連動給与の損金算入について

（注）「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について
（https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html）

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html


１‐ａ.自己株式の取得等の状況

開示府令 第三号様式
第４【提出会社の状況】
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
4．配当に関する事項
（1）【株主総会決議による取得の状況】

（2）【取締役会決議による取得の状況】（省略）

✓ 「自己株式の取得等の状況」においては、「株式の種類等」として、自己株式の取得の事由及び当該取得に係る株式の種
類、「株主総会での決議状況」として自己株式の取得に係る決議の状況（決議された日付、取得期間、株式の総数、価額の
総額、その他の事項を決議した場合はその内容）が記載事項とされている。したがって、自己株式の取得に関する事項が、
有報提出後に開催される株主総会の決議事項となっている場合には、決議する予定の自己株式の取得に係るこれらの情
報を記載することが考えられる（取締役会決議による取得の状況についても同様）。
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決議する予定の自己株式の取得について記載



総会後に開示＜23年3月期＞ 総会前に開示＜24年3月期＞

１‐ｂ.主要な経営指標等の推移

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（１）（略）
（２）提出会社の経営指標等

（注）１．・２．（略）
３． 2024年３月期の１株当たり配当額100円00銭のうち、期末配当額

50円00銭については、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の
決議事項になっています。

４．（略）

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（１）（略）
（２）提出会社の経営指標等

（注）１．・２．（略）
３．「１株当たり配当額」は、基準日が株式分割日（2023年４月１日）

前のため、分割前の株式に対する額を記載しています。

４．（略）

✓ 「主要な経営指標等の推移」においては、最近５事業年度に係る１株当たり配当額が記載事項とされているため、当事業年
度に係る配当額が確定していない場合には、決議する予定の配当額を記載し、その旨を注記。

出典：信越化学工業株式会社
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１‐ｃ.配当政策

総会後に開示＜23年3月期＞ 総会前に開示＜24年3月期＞

第４【提出会社の状況】
３【配当政策】

当社は、当期の業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案し、
必要な内部留保を確保しながら配当性向40％またはDOE（株主資本配当率）
５％のいずれか高い方を目安として安定的な配当を継続するとともに、株
主の皆様に対する利益還元策を適宜実施していくことを基本方針としてお
ります。当社の剰余金の配当は、期末配当として年１回を基本方針として
おり、株主総会にて決定しております。
以上を踏まえ、当期の配当は、期末配当として１株当たり42円（配当性

向：42.5％、DOE：5.6％）としました。
2024年３月期から2028年３月期までの中期経営計画期間中で配当と自己

株式の取得を合わせて総額250億円程度の株主還元を目安としております。
中期経営計画において公表したキャッシュ・アロケーションの方針に則り、
財務健全性を確保しながら、成長投資と株主還元をバランスよく実施して
まいります。
2025年３月期の配当は、期末配当として１株当たり46円（配当性向：

40.5％、DOE：5.8％）を予定しております。さらに、2024年５月１日の取
締役会にて自己株式の取得及び自己株式の公開買付け（上限5,500,100株）
を決議しております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

第４【提出会社の状況】
３【配当政策】

当社は、当期の業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案し、
必要な内部留保を確保しながら安定的な配当を継続するとともに、株主の
皆様に対する利益還元策を適宜実施していくことを基本方針としておりま
す。
当社の剰余金の配当は、期末配当による年１回を基本方針としており、

株主総会にて決定しております。また、当社は2023年５月10日に公表した
新中期経営計画において、重要施策の一つに「資本効率を意識した経営の
強化」を掲げており、その一環として、株主還元の強化に取り組んでまい
ります。今後は、配当性向40％またはDOE５％程度を目安にベースとなる配
当は安定的に継続したうえで、業績や資金需要等を踏まえ、配当の上乗せ
や自己株式の取得を適宜実施いたします。
以上を踏まえ、当期の配当は、期末配当として１株当たり38円（配当性

向：43.1％）とすることを決定しました。
また、2024年３月期の配当は、期末配当として１株当たり38円（配当性

向：42.6％）を実施する予定です。さらに、新中期経営計画と併せて、取
締役会にて自己株式の取得（上限300万株または40億円）及び消却を決議し
ております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

✓ 「配当政策」においては、配当に係る情報（決議年月日、配当金の総額、１株当たり配当額）が注記事項とされているため、
当事業年度に係る配当が確定していない場合には、決議する予定の配当に係る情報を注記。

出典：日本ライフライン株式会社
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１‐ｄ.配当に関する注記事項（株主資本等変動計算書関係）

総会後に開示＜20年12月期＞ 総会前に開示＜21年12月期＞

第５【経理の状況】
【注記事項】
（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日）
４．配当に関する事項
（１）（略）
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌

連結会計年度となるもの

2022年3月30日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する
予定です。

第５【経理の状況】
【注記事項】
（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日）
４．配当に関する事項
（１）（略）
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌

連結会計年度となるもの

出典：ローランド株式会社 

✓ 「経理の状況」における配当に関する注記事項においては、配当に係る情報（決議年月日、株式の種類等、配当原資等）が
記載事項とされているため、当事業年度に係る配当が確定していない場合には、決議する予定の配当に係る情報を記載。

- 5 -（注） 参考事例は連結株主資本等変動計算書であるが、連結財務諸表を作成していない会社の株主資本等変動計算書関係の注記においても同様。



総会前開示に関するQ&A
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（問） 総会前開示を行う場合、有報に添付する計算書類、事業報告は株主総会への報告が済んでいないも

ので良いか。

（答） 有報の添付書類とされている会社法上の計算書類及び事業報告については、株主総会に報告しよう

とする、又は、その承認を受けようとするもので問題ありません（開示府令第17条第１項第１号ロ）。

２‐ａ.有報に添付する計算書類及び事業報告について

（問） 総会前に開示した有報に予定として記載した自己株式の取得又は剰余金の配当に関する事項につ

いて、株主総会決議後に変更が生じた場合、臨時報告書を提出する必要があるものと理解しているが、

その他に決議する予定の事項について、会社が任意に有報に記載し、その内容に変更が生じた場合

にも、同様に臨時報告書を提出する必要があるのか。

（答） 総会前に開示した有報に予定として記載した事項が、株主総会で否決・修正された場合は、その旨及

びその内容について記載した臨時報告書（開示府令第19条第２項第９号の３）の提出が必要です。ま

た、会社が任意に有報に記載した事項についても、同様に臨時報告書の提出が必要です（いずれの場

合でも、有報の訂正は求められない） 。

なお、当該臨時報告書については、株主総会で決議事項が決議された場合に提出する臨時報告書

（同項第９号の２）で開示すべき事項とともに、一つの報告書に記載して提出することも可能です。

２‐ｂ.決議が修正・否決された場合について



（答） 有報を総会前に開示する場合であって、定時株主総会又はその直後に開催される取締役会を経て役

員の異動が生じた場合の手続は、以下のとおりです。

• 臨時報告書の提出（開示府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）

•  〃 （同項第９号の２（株主総会における決議））

• 半期報告書の「役員の状況」の開示

総会前開示に関するQ&A
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（問） 有報を総会前に開示する場合であって、定時株主総会又はその直後に開催される取締役会において、

役員の異動について決議された場合、どのような開示手続が必要か。

（問） 決議する予定の役員の異動について、総会前に開示する有報に任意に記載した場合、上記の開示

手続は不要か。

２‐ｃ.役員の異動に関する開示について

（答） 決議する予定の役員の異動について総会前に開示する有報に任意に記載した場合であって、その者

が予定通り選任された場合には、代表取締役の異動に係る臨時報告書の提出及び半期報告書の「役

員の状況」の開示は不要と考えられます。

なお、決議する予定の役員の異動について任意に記載する場合であっても、有報提出日時点の役員
の状況は記載する必要があります。

（※）各臨時報告書で開示すべき事項を一つの報告書に記載して提出することも可能です。



総会前開示に関するQ&A
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（問） 当社では、有報の開示を取締役会の決議事項としており、総会で選任された新経営陣で構成される

総会直後の取締役会において決議の手続を行っているため、総会前開示を行う支障となっている。

（答） 有報の開示は取締役会の法定決議事項（会社法第362条第４項各号）ではありませんが、社内規程

等により、有報の開示が取締役会における承認事項や報告事項となっていることが考えられます。この

場合、有報が過事業年度の会社の経営に関する報告であることからすれば、総会後の体制における取

締役会においてではなく、過事業年度（総会前）の体制における取締役会において取り扱うことも考え

られます。

なお、有報の開示に至る会社内での手続について具体的な法令上の制限はありませんので、各社の

個別の事情に応じて、取締役会の書面決議（会社法第370条）とすることや、適切な取締役に権限を委

任すること等も考えられます。

２‐d.取締役会における有報の決議要否について



総会前開示に関するQ&A
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(問） 法人税法上、役員に対する業績連動給与を損金算入するためには、報酬委員会等で決定した業績連

動給与の算定方法の内容を遅滞なく有報等で開示する必要がある。例えば、株主総会の直後に開催

する報酬委員会で決定する予定の内容を総会前開示する有報に任意に記載することで、損金算入す

ることはできるか。

（答） 法人税法第34条第１項第３号イ(3)の規定によると、業績連動給与を損金算入するための要件として、

「業績連動給与の算定方法の内容が、報酬委員会の決定等の適正な手続の終了の日以後遅滞なく、

有報に記載する等の方法により開示されていること」が定められているところ、株主総会の直後に開催

する報酬委員会で決定する予定の内容を総会前開示した有報に任意に記載しても、その内容が適正

な手続の終了の日以後遅滞なく開示されていることにはならないため、損金算入することはできないと

考えられます。

２-e. 役員の業績連動給与の損金算入について
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